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西村山広域行政事務組合養護老人ホーム明鏡荘指定管理者募集要項 

 

養護老人ホーム明鏡荘の効率的・効果的な管理運営を図るため、西村山広域

行政事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成２５

年組合条例第４号）及び西村山広域行政事務組合養護老人ホーム設置及び管理

条例（昭和４９年組合条例第２号）並びにこの要項により指定管理者を募集し

ます。 

 

１ 申請資格 

山形県内に主たる事業所を有し、西村山管内にて特別養護老人ホーム又は

養護老人ホームを運営している社会福祉法人（以下「法人」という。）であ

ること。  

ただし、次のいずれかに該当する法人は応募することができません。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当する者 

(2)  西村山広域行政事務組合（以下「組合」という。）が行う建設工事等の

請負、物品の購入、役務の提供又は製造の請負の指名停止を受けている者 

(3)  国税及び地方税等を滞納している者 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年 

法律第２２５号）等により更生又は再生手続きを開始している者 

(5)  法人の役員等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定

する暴力団員若しくはその関係者（以下「暴力団関係者」という。）であ

るとき、又は暴力団関係者が法人の経営に実質的に関与しているとき。 

(6)  法人の役員等が、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者

に損害を与える目的をもって、暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力

団（以下「暴力団」という。）の威力又は暴力団関係者を利用していると

き。 

(7)  法人の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を提供し、又

は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関

与しているとき。 

(8)  法人の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関

係を有しているとき。 

(9)  法人の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に

利用しているとき。 
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２ 施設の概要 

(1)  名  称 養護老人ホーム明鏡荘 

(2) 所 在 地  西村山郡朝日町大字大谷字高野１０６３番地 

(3) 敷地面積 １４，４９５．８４㎡ 

(4)  延床面積  ２，６４２．８７㎡ 

(5)  平 面 図 別紙１のとおり 

(6)  入所定員 １００人 

 

３ 指定管理者の指定期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間とします。 

 

４ 管理運営業務仕様書  

別紙２のとおり 

 

５ 申請書類 

  別紙３のとおり 

 

６ 申請書類の提出締切 

  令和６年６月３日（月）午後５時まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）組合事務局に持参してください。 

 

７ 選定方法等 

(1) 指定管理者の選定にあたっては、組合の指定管理者審査選定委員会にお

いて選定を行います。また、必要に応じてヒアリングを行います。 

(2) 候補者は、令和６年１０月に開催される予定の議会の議決を経て指定管

理者として指定されます。指定の有無については、文書で通知します。 

 

８ 協定 

管理実施細目、指定管理料等について、協定書を取り交わすものとしま

す。 

 

９ 注意事項等 

 (1) 必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合があります。 

 (2) 提出された書類は、返却しません。 

 (3)  申請に関し必要な費用は、申請者の負担とします。 
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10 提出先及び問い合わせ先 

〒991-0031 

山形県寒河江市本町二丁目８番３号フローラSAGAE５階 

西村山広域行政事務組合事務局 

TEL：0237-86-7424 FAX：0237-86-0035 

e-mail：jimukyoku@nishimurayama-koiki.jp 


